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環境基準
ハイライト表示
環境基本法に基づき「大気の汚染、水質の汚濁、土壌の汚染及び騒音に係る環境上の条件について、それぞれ、人の健康を保護し、及び生活環境を保全する上で維持されることが望ましい基準」と定めている。ダイオキシン類については、ダイオキシン類対策特別措置法で定めている。これは、行政上の政策目標として定められているもので、公害発生源を直接規制するための基準（いわゆる規制基準）とは異なる。
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臭気指数規制
ハイライト表示
平成18年10月1日から悪臭防止法に導入された規制方式。「におい」全体の強さを人間の嗅覚を利用して測定するので、住民の被害感と一致しやすく、従来の物質濃度規制と比較して、多種多様な「におい」の物質に対応が可能である。この臭気指数規制の導入により、従来の規制では捕捉が困難だった複合臭を規制することができるようになった。

特定施設
ハイライト表示
水質汚濁、騒音等の公害を防止するために各種の規制法は、「特定施設」という概念を設けている。水質汚濁防止法では「有害物質又は生活環境項目として規定されている項目を含む汚水又は廃液を排出する」施設、騒音規制法では、「著しい騒音を発生する」施設、振動規制法では「著しい振動を発生する」施設、ダイオキシン類対策特別措置法では、「ダイオキシン類を発生し、及び大気中に排出する。又はダイオキシン類を含む汚水又は廃液を排出する」施設をいい、政令でその規模等の範囲が定められている。
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騒音レベル
ハイライト表示
音の大きさを表す指標で、デシベル（dB）という単位で表されます。
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Lden（時間帯補正等価騒音レベル）
ハイライト表示
航空機が通過する際に聞こえる音の大きさについて、日中よりも負担に感じる夕方と夜間の時間帯を重みづけ（かさ上げ）した上で、一日の騒音の総エネルギー量により評価したもの。平成25年4月1日より、WECPNLに代わって航空機騒音の環境基準の評価指標として用いられている。
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